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　小野町が取得した商標「美女伝説」について、4月 1日
より町産品のブランド化を進め産業振興・地域活性化を推
進するため、使用承諾の申請を受け付けます。 
　使用の申請には、下記の条件がありますが、手数料など
は無料ですので、ぜひお問い合わせください。 

小野町日影南麓緑とのふれあいの森公園 
（ふれあい公園）の指定管理者を公募します 

質の高いサービスと運営の健全性を目指して 

小野町日影南麓緑とのふれあいの森公園 
（ふれあい公園）の指定管理者を公募します 

質の高いサービスと運営の健全性を目指して 
　平成8年度より日影山南麓において、町民の健康
増進と憩いの場、レクリエーション及び都市との
交流の場としてサービスを行っております「ふれ
あい公園」について、サービス向上と健全運営の
ため、地方自治法・小野町公の施設の指定管理者
の指定の手続等に関する条例による「指定管理者」
についての公募を行います。 
　募集内容については、産業振興課（　72-6938）
までお問い合わせください。 

※なお、募集要項は小野町ホームページから 
　ダウンロードすることができます。 
　ＵＲＬ　http://www.town.ono.fukushima.jp
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　　使用承諾受付を開始しました 
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“小野町ブランド”発信 

登録商標「美女伝説」を使用するには、小野町長の使用承諾が必要です。 
　　◎申出資格 
　　　小野町内に住所又は事業所を有する事業者・団体など 
　　◎承諾基準 
　　　（１）小野町の産物を使用していること。または、小野町において製造、加工していること。 
　　　（２）業界での製法基準及び表示義務をクリアしていること。 
　　　（３）本商標のみを使用するものであること。 
　　　（４）原則として継続的な市場への供給が可能なものであること。 
　　　（５）身体・財産等に危害を及ぼすものでないこと。 
　　　（６）公序良俗に反するものでないこと。 
　　◎有効期限 
　　　１年（その後異議が無ければ自動継続） 
　　◆問い合わせ　産業振興課　　７２－６９３８ 
　　※なお、美女伝説の使用承諾については小野町ホームページをご覧ください。 
　　　ＵＲＬ　http://www.town.ono.fukushima.jp　　　　　　　　　　　　 


